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11 月は「過労死等防止啓発月間」です 

～ 過重労働解消キャンペーンを実施  ～ 

 

 厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすために

シンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。この月間は「過労死等防止対策推

進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民に自覚を促し、

関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しています。 
石川労働局（局長 武隈 義一）においても、月間中に、県民への周知・啓発を目的

に、「過重労働解消キャンペーン」として、過労死等につながる過重労働や悪質な賃金

不払残業などの撲滅に向けた重点的な監督指導やセミナー等の開催、石川労働局長によ

るベストプラクティス企業への職場訪問などの取組を行います。 
 

「過労死等」とは…業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡、

若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による 
死亡又はこれらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害をいいます。 

【取組概要】 
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「過重労働解消キャンペーン」の実施（別添１参照） 

専用ＷＥＢサイト  過重労働解消キャンペーン   検索  

（１）労使の主体的な取組を促します 
キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合等に対しキャンペーンへの協力要請を

行いました。また、県内の地方公共団体にもキャンペーンの周知について協力要請を行いま

した。 

 

（２）労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施します（別添２参照） 
石川労働局長が、長時間労働削減や年次有給休暇の取得促進に向けて積極的に取り組んでい

る下記の企業を訪問し、企業幹部と面談の上、取組事例について情報収集等を行います。 

一部、報道機関に公開します。地域に広く紹介するため、局長訪問当日は報道機関の皆様の

取材をお待ちしております。 

 訪問日時：令和２年11月５日（木）13:30～（1時間程度） 

 訪 問 先：丸文通商株式会社（所在地：金沢市松島一丁目40番地） 



 
 

 

 

 

（３）重点監督を実施します 

   長時間の過重な労働による過労死等に関して労災請求が行われた事業場や、若者の「使い

捨て」が疑われる企業などへ重点的な監督指導を行います。 

 

（４）電話相談を実施します 

「過重労働解消相談ダイヤル」（無料）を全国一斉に実施し、過重労働をはじめとした労働

条件全般にわたり、都道府県労働局の担当官が相談に対応します。 

実 施 日 時：令和２年11月１日（日）9：00～17：00 

  フリーダイヤル：０１２０－７ ９ ４
なくしましょう

－ ７ １ ３
 長い残業

 

※「過重労働解消相談ダイヤル」以外にも、常時相談や情報提供を受け付けています。 

   ア 都道府県労働局又は労働基準監督署（開庁時間 平日8：30～17：15） 

   イ 労働条件相談ほっとライン（委託事業） 

      平日夜間・土日に、労働条件に関して、無料で相談を受け付けています。 

      ０１２０－８１１
は い ！

－６１０
ろ う ど う

  

       （相談受付時間：月～金17：00～22:00、土日・祝日９：00～21：00） 

  ウ 労働基準関係情報メール窓口 

労働基準法等の問題がある事業場に関する情報をメールで受け付けています。  

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/  

mail_madoguchi.html 

 

 

（５）「過重労働解消のためのセミナー」を開催します（別添３参照） 

    企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、10 月から 12 月を中心

に全国でオンラインにより、「過重労働解消のためのセミナー」（委託事業）を開催します。    

（無料でどなたでも参加できます。） 

    専用ホームページＵＲＬ： https://shuugyou.mhlw.go.jp/kajuuroudou.html 

    

 

 

 

別添１：「過重労働解消キャンペーン」リーフレット 

 

別添２：ベストプラクティス企業訪問について 

 

別添３：「過重労働解消のためのセミナー」リーフレット 

 

過重労働解消セミナー 令和2年   検索 

 労働基準 メール窓口   検索  
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石川労働局長による 

ベストプラクティス企業訪問について 
 

１ 訪 問 日 時 令和２年 11 月５日（木）1３:３0～（1 時間程度） 

 

２ 訪問先企業 丸文通商株式会社 本社 

    （所在地：金沢市松島１丁目４０番地） 

        ※裏面案内図をご参照ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ タイムスケジュール 

  【第一部】（公開） 

  １３：３０～１３：４５   会社から働き方改革の取組の説明 

○会社概要等 

○働き方改革に対する取組状況 

・取組を始めるに至った経緯等 

・実際に講じた具体的方策 

・取組結果 

○働き方改革の取組による効果等 

  １３：４５～１３：５５  事業場内視察 

 

 【第二部】（非公開） 

  １４：０５～１４：１５   労働者からのヒアリング          

１４：１５～１４：３０   質疑応答・意見交換 

１４：３０頃        終 了 

 

４ 注意事項 

（１）丸文通商株式会社本社には、利用可能な駐車場があります。本社２階で受付（検温

等）をお願いします。 

（２）事業場内での撮影の際は、現場での指示に従ってください。 

（３）第一部は公開、第二部は非公開とします。第一部と第二部の間に、代表取締役社長、

社員、労働局長に対するインタビューが可能です。 

（４）取材を希望される場合は、前日までに石川労働局監督課（076-265-4423） 

までご連絡いただきますよう、お願いします。 

  

 ＜会社概要＞ 

 設  立 昭和 36 年（1961 年）3 月 

 資 本 金 １億円 

 代 表 者 代表取締役社長  宮本 治郎 

 従 業 員 313 名（令和２年 4 月 1 日現在） 

 売 上 高 262 億円（令和２年３月末実績） 

 事業内容 医療機器・分析科学機器・産業機械販売 

     機械保守サービス 
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丸文通商株式会社 本社 案内図 

丸文通商株式会社　本社・金沢支店

石川県金沢市松島一丁目４０番地　

北陸自動車道

金沢西ＩＣ

至小松 国道８号線 森戸一丁目交差点 至富山

十人川

丸文通商㈱ 北陸綜合警備

ダート珈琲

北陸高速道路ターミナル

北國銀行
事務ｾﾝﾀｰ

箔一

更地
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